
ペット飼育細則 一例 

 

 以下はペット飼育細則における一般的な条項を掲載しております。マンションによって内容が異なる

場合がありますため、詳細はお住まいのマンションの管理規約、及び使用細則をご確認ください。 

 

 

（飼育可能なペットの種類） 

第１条 本マンションで飼育できるペットは、社会通念上一般家庭において、専ら愛玩の目的で飼育さ

れると認められるものであり、原則として以下の基準とする。 

一  飼育可能なペットの種類は、抱きかかえられる程度までの犬･猫（成犬・成猫時体長 60cm、高

さ 40cm 以内のもの。）及び観賞用の小鳥・魚など、一般的に室内飼育に適するものとする。但し、

盲導犬、聴導犬、介護犬等は適用を除外する。 

二  本マンション内で飼育できるペットは、原則として一住戸一匹（観賞用の小鳥・魚は除く。）ま

でとし、その他のペットは一時的であっても、管理者の許可なく預かる等の行為をしてはならな

い。 

 

（届出） 

第２条 本マンション内でのペット飼育希望者は、獣医師の判断によるペットの健康状態を確認のうえ、

「ペット飼育届出書」を管理組合に提出しなければならない。 

２  ペットの飼育をしなくなった場合は、その旨を管理組合に届けること。 

 

（予防接種等） 

第３条 犬を飼育する場合は、狂犬病予防法第４条に規定する登録を行い、毎年同法第５条に規定する

予防接種を行うこと。 

２  犬・猫を飼育する場合は、1 年に 1 回、健康診断を受けるものとし、適切にグルーミングを行い、

ペットを常に健康かつ衛生的に保つこと。 

 

（遵守事項） 

第４条 ペット飼育者は、ペット飼育に関する法律及び関係法令等（「動物の保護及び管理に関する法

律」、「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」、「狂犬病予防法」等）を誠実に遵守するとともに、以

下の事項を遵守しなければならない。 

一  飼育者はペットを住戸専有部分内でのみ飼育し、共用部分（廊下、階段、エレベーター、エン

トランスホール、バルコニー等）に放さないこと。 

二  共用部においては、ペットを抱きかかえるかカゴ等に入れ、他人への配慮、逃亡防止に注意す

ること。また、ペット足洗場を使用の際は、必ず止水すること。 

三  ペットの異常な鳴き声や糞尿等から発生する悪臭によって、第三者に不快感を与えないように

責任を持って管理し、必要に応じて去勢や不妊手術を施し、併せて脱臭剤等を使用すること。 

四  ペットが飼育者の住戸以外の場所で排泄した場合は、飼育者の責任で清掃等を行い、誠意を持

って適切な処理をすること。 

五  ペットによる汚損･破損･障害等が発生した場合、飼育者はその責任を負うとともに、誠意を持



って解決を図ること。 

六  ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃を行う際には必ず窓を閉鎖した住戸内で行い、毛や羽

等の飛散を防止すること。 

七  地震・火災等の非常時には、ペットを保護すると共にペットが他の居住者等に危害を及ぼさな

いように注意すること。 

八  ペットが死亡した場合には、適切な取り扱いを行うこと。また、管理組合に届出ること。 

九  本マンション内でペットを繁殖させて販売する等、営利目的として飼育しないこと。 

 

（盲導犬等） 

第５条 居住者が盲導犬･聴導犬・介護（助）犬等を必要とする場合は、管理者及び他の居住者は、そ

の必要性を十分理解し､以下の項目の適用除外を認めるものとする。 

一  第１条第１項第一号 

二  第４条第 

 

以上 

 
 


